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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像供給装置から供給される画像データに基づいて表示装置において画像を表示する表
示システムであって、
　前記画像供給装置は、原稿を読み取ることにより得られた画像データに対する編集を許
可するか否かの指示を受け付ける指示手段を有し、
　前記表示装置は、
　前記指示手段による指示に応じて、前記画像供給装置から供給される画像データの編集
を制御する表示制御手段と、
　前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示されると、当該画面に編集
が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段が前記編集が許可されていない画像データが表示されていると判定した場
合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、前記画面に表示されてい
る表示内容を記録する記録制御手段と、
を有することを特徴とする表示システム。
【請求項２】
　ネットワークを介して接続されているコンピュータの表示画面に表示されている画像デ
ータを表示装置に転送し、前記表示装置が前記画像データに基づいて画像を表示する表示
システムであって、
　前記コンピュータは、当該コンピュータの表示画面の画像に対する編集を許可するか否
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かの指示を受け付ける指示手段を有し、
　前記表示装置は、
　前記指示手段による指示に応じて、前記コンピュータから転送された前記画像データに
対する編集を制御する表示制御手段と、
　前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示されると、当該画面に編集
が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段が前記編集が許可されていない画像データが表示されていると判定した場
合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、前記画面に表示されてい
る表示内容を記録する記録制御手段と、
を有することを特徴とする表示システム。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、編集が許可されている画像データを前記表示装置の画面の第１の
表示領域に表示し、編集が許可されていない画像データを前記表示装置の画面の第２の表
示領域に表示することを特徴とする請求項１又は２に記載の表示システム。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記第１の表示領域に画像データを表示する際、編集メニューを
表示するメニューウインドウを更に表示することを特徴とする請求項３に記載の表示シス
テム。
【請求項５】
　　前記表示装置は、前記記録制御手段によって記録された後、前記編集が許可されてい
ない画像データを前記画面に再び表示させる手段を更に有することを特徴とする請求項１
又は２に記載の表示システム。
【請求項６】
　前記表示装置は、前記画面上で位置を指示する位置指示手段を更に有し、前記編集は前
記位置指示手段により指示された座標位置への編集を含むことを特徴とする請求項３乃至
５のいずれか１項に記載の表示システム。
【請求項７】
　画像供給装置から供給される画像データに基づいて表示装置において画像を表示する表
示制御方法であって、
　前記画像供給装置において、原稿を読み取ることにより得られた画像データに対する編
集を許可するか否かの指示を受け付ける指示工程と、
　前記表示装置において、前記指示工程による指示に応じて、前記画像供給装置から供給
される画像データの編集を制御する表示制御工程と、
　前記表示装置において、前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示さ
れると、当該画面に編集が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定
する判定工程と、
　前記表示装置において、前記判定工程が前記編集が許可されていない画像データが表示
されていると判定した場合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、
前記画面に表示されている表示内容を記録する記録制御工程と、
を有することを特徴とする表示制御方法。
【請求項８】
　ネットワークを介して接続されているコンピュータの表示画面に表示されている画像デ
ータを表示装置に転送し、前記表示装置が前記画像データに基づいて画像を表示する表示
システムの表示制御方法であって、
　前記コンピュータが、前記コンピュータから前記表示装置に転送される、前記コンピュ
ータの表示画面に表示されている画像データに対する編集を許可するか否かの指示を受け
付ける指示工程と、
　前記表示装置が、前記指示工程による指示に応じて、前記画像データに対応して前記表
示装置の画面に表示されている画像に対する編集を制御する表示制御工程と、
　前記表示装置が、前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示されると
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、当該画面に編集が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定する判
定工程と、
　前記表示装置が、前記判定工程が前記編集が許可されていない画像データが表示されて
いると判定した場合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、前記画
面に表示されている表示内容を記録する記録制御工程と、
を有することを特徴とする表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書等の画像データを表示する表示システム及びその制御方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大画面の表示装置を利用した電子会議システムが製品化されている。このような
電子会議システムでは、大画面の表示装置を用いることにより、高精細な会議資料やビデ
オ映像を、会議の出席者が識別できるように大きく表示できる。更に、この大画面の表示
装置にデジタイザ等の座標入力装置を取り付け、画面上でペンや指による座標指示や図形
の入力を行なえるシステムも製品化されている。このような電子会議システムでは、会議
資料を表示装置に表示し、光学式デジタイザ等の座標入力装置による入力により添え書き
などアノテーションの追加が可能となっている。
【０００３】
　このような会議システムでは、会議に使用した会議資料は会議サーバなどに保存され、
後で参照することができるようになっている。
【０００４】
　特許文献１には、文書を登録して管理する文書管理システムのデータベースが、編集禁
止状態であることを示す識別子を付加する禁止手段を有することが開示されている。
【特許文献１】特開２００３－３１６６２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　会議の場において、その場で見せるだけで配布もしない資料を使用することがある。こ
のような資料は会議資料として保存されることも無く、資料が提示されたという事実も議
事録に残されないことが多い。
【０００６】
　しかしながら、上述した従来のシステムは、既にある文書を管理することを前提として
おり、複合機やスキャナで読み取った文書の編集に関する管理を前提としていない。
【０００７】
　また、上述した電子会議システムにおいて、複合機やスキャナで読み取った文書を表示
装置に表示することが想定される。この場合、表示装置に表示された文書が編集処理をし
て欲しくないデータであるのか否かを表示装置を用いて書き込みを行うプレゼンターが把
握していない状況が考えられる。
【０００８】
　また、上述した電子会議システムでは、提供される文書やデータファイルを、会議室で
表示装置に表示することが想定される。この場合、表示装置に表示された文書やデータフ
ァイルへのアクセス権を、その会議システムに読み込んだユーザの権限だけで判断される
。このため、その会議システムは、その文書やデータファイルが、編集処理をして欲しく
ないデータであるのか否かを把握していない状況が考えられる。
【０００９】
　更に従来のシステムでは、画面のキャプチャを禁止する場合、１．画面全体のキャプチ
ャを禁止する。２．文書を表示しているウインドウのキャプチャを禁止する。３．画面全
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体をキャプチャ仕様としたときに、キャプチャが禁止された文書を表示したウインドウが
ある場合は、その画面全体のキャプチャを禁止するといった３つの方法があった。このよ
うなシステムでは、会議の記録として画面のキャプチャを行う際であっても、キャプチャ
が禁止された文書のウインドウが表示されているだけで、その画面全体のキャプチャを行
うことが出来なくなる。
【００１０】
　本発明の目的は、上記従来技術の欠点を解決することにある。
【００１１】
　また本発明の特徴は、表示されている画像が編集可能か否かを容易に判別できる表示シ
ステム及びその制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る表示システムは以下のような構成を備
える。即ち、
　画像供給装置から供給される画像データに基づいて表示装置において画像を表示する表
示システムであって、
　前記画像供給装置は、原稿を読み取ることにより得られた画像データに対する編集を許
可するか否かの指示を受け付ける指示手段を有し、
　前記表示装置は、
　前記指示手段による指示に応じて、前記画像供給装置から供給される画像データの編集
を制御する表示制御手段と、
　前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示されると、当該画面に編集
が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段が前記編集が許可されていない画像データが表示されていると判定した場
合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、前記画面に表示されてい
る表示内容を記録する記録制御手段と、を有することを特徴とする。
【００１３】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る表示システムは以下のような構成を備
える。即ち、
　ネットワークを介して接続されているコンピュータの表示画面に表示されている画像デ
ータを表示装置に転送し、前記表示装置が前記画像データに基づいて画像を表示する表示
システムであって、
　前記コンピュータは、当該コンピュータの表示画面の画像に対する編集を許可するか否
かの指示を受け付ける指示手段を有し、
　前記表示装置は、
　前記指示手段による指示に応じて、前記コンピュータから転送された前記画像データに
対する編集を制御する表示制御手段と、
　前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示されると、当該画面に編集
が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段が前記編集が許可されていない画像データが表示されていると判定した場
合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、前記画面に表示されてい
る表示内容を記録する記録制御手段と、を有することを特徴とする。
【００１４】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る表示制御方法は以下のような工程を備
える。即ち、
　画像供給装置から供給される画像データに基づいて表示装置において画像を表示する表
示制御方法であって、
　前記画像供給装置において、原稿を読み取ることにより得られた画像データに対する編
集を許可するか否かの指示を受け付ける指示工程と、
　前記表示装置において、前記指示工程による指示に応じて、前記画像供給装置から供給
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される画像データの編集を制御する表示制御工程と、
　前記表示装置において、前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示さ
れると、当該画面に編集が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定
する判定工程と、
　前記表示装置において、前記判定工程が前記編集が許可されていない画像データが表示
されていると判定した場合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、
前記画面に表示されている表示内容を記録する記録制御工程と、を有することを特徴とす
る。
【００１５】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る表示制御方法は以下のような工程を備
える。即ち、
　ネットワークを介して接続されているコンピュータの表示画面に表示されている画像デ
ータを表示装置に転送し、前記表示装置が前記画像データに基づいて画像を表示する表示
システムの表示制御方法であって、
　前記コンピュータが、前記コンピュータから前記表示装置に転送される、前記コンピュ
ータの表示画面に表示されている画像データに対する編集を許可するか否かの指示を受け
付ける指示工程と、
　前記表示装置が、前記指示工程による指示に応じて、前記画像データに対応して前記表
示装置の画面に表示されている画像に対する編集を制御する表示制御工程と、
　前記表示装置が、前記表示装置の画面に表示されている表示内容の記録が指示されると
、当該画面に編集が許可されていない画像データが表示されているかどうかを判定する判
定工程と、
　前記表示装置が、前記判定工程が前記編集が許可されていない画像データが表示されて
いると判定した場合、当該編集が許可されていない画像データを消去した状態で、前記画
面に表示されている表示内容を記録する記録制御工程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、表示されている画像が編集可能か否かを容易に判別できるという効果
がある。
【００１７】
　また本発明によれば、表示されている画像又は文書が編集禁止である場合に、全画面を
キャプチャしたときに編集が禁止された画像又は、文書のウインドウを除いた画面のキャ
プチャを行うことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳しく説明する。尚、以下の実
施の形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また本実施の形態で説明さ
れている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１９】
　［実施の形態１］
　図１は、本発明の実施の形態に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【００２０】
　画像供給装置として機能する複合機１は、文書原稿などの画像読取機能及び複写出力機
能を有する。複合機１のスキャナ（リーダ）部で読取った文書原稿の画像は、ＵＳＢ等の
ケーブルを介して大画面の表示装置３に表示される。ユーザは、この表示装置３の画面上
で入力ペン５により位置を指示することができ、表示装置３は、その指示された位置の座
標情報を入力することができる。これにより光学式デジタイザ４を用いて、編集可能な画
像に対してアノテーションを付与することができる。
【００２１】
　図２は、本発明の実施の形態に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図で、図１
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と共通する部分は同じ記号で示している。
【００２２】
　この図２では、複合機１と表示装置３とは端末装置７を介して接続されている。この構
成によれば、複合機１のスキャナ部で読取った文書原稿の画像データは、端末装置７を介
して表示装置３に送られて表示される。光学式デジタイザ４は端末装置７に接続されてお
り、表示装置３の画面上で光学式デジタイザ４により位置が指示されると、その指示され
た位置の座標情報が端末装置７に送られて処理される。これにより図１の場合と同様に、
編集可能な画像に対して、入力ペン５を用いてアノテーションを付与することができる。
図１では複合機１或は表示装置３が端末装置７の機能を有することになる。
【００２３】
　図３は、本発明の実施の形態に係る表示システムに含まれる複合機１の構成を説明する
構造断面図である。
【００２４】
　図３において、２２２はスキャナなどのリーダ部、２２３は電子写真方式のプリンタ部
を示している。２０１は操作部で、コピーやファクシミリ送信の開始ボタンや、電話番号
等を入力するためのテンキー、その他各種操作用ボタンを有している。更にこの操作部２
０１は、ユーザへのメッセージや、後述するように、読取った画像を「編集用」とするか
、「参照用」とするかを指示するボタン等を表示する表示器を有している。プラテンガラ
ス２０２上に載置された原稿は、光源２０３からの光により照射され、その反射光はミラ
ー２０５，２０６，２０７及びレンズ２０８によってＣＣＤイメージセンサ（以下、ＣＣ
Ｄ）２０９へ導かれる。光源２０３やミラーを含む光源ユニット２０４は、原稿光走査に
同期して副走査方向（図２の右方向）に移動される。ＣＣＤ２０９は、入射されて結像さ
れた光信号を電気信号に変換して画像処理部（不図示）に出力する。こうして画像処理部
は、その電気信号に対して所定の画像処理を施して画像データとしてプリンタ部２２３に
出力する。
【００２５】
　次にプリンタ部２２３について説明する。
【００２６】
　レーザドライバ２２１は、リーダ部２２２から供給される画像データに応じてレーザ発
光部２１０を駆動する。こうしてレーザ発光部２１０から照射されたレーザ光はポリゴン
ミラーで主走査方向に振られて感光ドラム２１１上を主走査して露光する。これにより感
光ドラム２１１にはレーザ光に応じた静電潜像が形成される。この感光ドラム２１１の潜
像の部分には、現像器２１２から供給される現像剤（トナー）が付着して現像される。
【００２７】
　一方、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、カセット２１３或はカセット２１
４から記録紙が給紙されて転写部２１５へ搬送され、感光ドラム２１１に付着した現像剤
が、その搬送された記録紙に転写される。こうして現像剤が転写された記録紙は定着部２
１６に搬送され、その定着部２１６の熱と圧力により現像剤が記像紙に定者される。こう
して定着部２１６を通過した記録紙は、排出ローラ２１７の回転によって排出される。ソ
ータ２２０は、こうして排出された記録紙をそれぞれのピンに収納して記録紙の仕分けを
行う。尚、ソータ２２０に仕分けが設定されていない場合は、最上ビンに記録紙が収納さ
れる。
【００２８】
　また両面記録が設定されている場合は、排出ローラ２１７の位置まで記録紙を搬送した
後、排出ローラ２１７の回転方向を逆転させ、フラッパ２１８によって再給紙搬送路２１
９へ導く。また多重記録が設定されている場合は、記録紙を排出ローラ２１７まで搬送し
ないようにフラッパ２１８によって再給紙搬送路２１９へ導く。こうして再給紙搬送路２
１９へ導かれた記録紙は、上述したタイミングで再び転写部２１５へ給紙される。
【００２９】
　図４は、本実施の形態に係る表示装置３の構成を示すブロック図である。図４は、図１
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のシステム構成を想定した表示装置３の構成である。
【００３０】
　図４において、制御部３００は、この表示装置３全体の動作を制御している。通信部３
０１は複合機１との間でデータのやり取りを行う。出力部３０２は、制御部３００からの
表示指示に従って表示データを表示メモリ３０３に展開し、表示パネル３０４への表示を
制御している。表示パネル３０４は、大画面の表示パネルで、例えば液晶、リアプロジェ
クタ等のいずれであっても良い。デジタイザ制御部３０５は、入力ペン５で指示された表
示パネル３０４上の座標位置を光学式デジタイザ４によって検出し、その検出した座標位
置を制御部３００に通知する。
【００３１】
　制御部３００は、マイクロプロセッサ等のＣＰＵ３１０、ＣＰＵ３１０で実行されるプ
ログラム等を記憶するＲＯＭ３１１、ＣＰＵ３１０による処理の実行時にワークエリアと
して使用され、各種データを一時的に保存するＲＡＭ３１２を有している。
【００３２】
　図５は、本実施の形態に係る複合機１のリーダ部２２２で原稿の読取り走査を行う場合
の処理を説明するフローチャートである。
【００３３】
　まずステップＳ１で、複合機１のリーダ部２２２の初期化処理を実行する。ここでは従
来から知られている初期化処理を行い、リーダ部２２２の操作部２０１の表示器に「参照
用」、「編集用」の選択ボタンを表示する。この選択ボタンは、これから読取る原稿の画
像データに対して、追加や削除などの編集作業を許可する「編集モード」にするか、或は
追加や削除などの編集作業を許可しない「参照モード」のいずれかを選択するためのもの
である。この選択ボタンは、「編集モード」と「参照モード」の夫々に対して選択可能な
ボタンであっても良く、或は、ボタンを指示するごとに交互にモードを切替えるボタンで
あっても良い。
【００３４】
　次にステップＳ２で、表示装置３に表示する際のモードの選択ボタンの入力を受け付け
、「編集モード」が指定されるとステップＳ３に進み、編集モードを設定して、このモー
ドを複合機のメモリに記憶してステップＳ５に進む。一方、「参照モード」が指定される
とステップＳ４に進み、参照モードを設定して、このモードを複合機のメモリに記憶して
ステップＳ５に進む。ステップＳ５では、原稿の読取り開始ボタンの入力を受け付け、ス
キャンの開始が指示されるとリーダ部２２２により原稿の走査を開始して原稿を読取る。
そしてステップＳ７で、その読みったデータを基に表示用の画像データを作成する。そし
てステップＳ８で、ステップＳ７で作成された画像データに、ステップＳ３或はステップ
Ｓ４で設定された動作モードを示す付加情報を付加する。そしてステップＳ９で、その付
加情報が付加された画像データを表示装置３に送信する。
【００３５】
　図６は、本実施の形態に係る表示装置３における処理を説明するフローチャートである
。ここでは複合機１から転送された「参照モード」又は「編集モード」を示す付加情報が
付与された画像データを受信して表示装置３に表示する処理を示している。この処理を実
行するプログラムはＲＯＭ３１１に記憶されており、ＣＰＵ３１０の制御の下に実行され
る。
【００３６】
　まずステップＳ１１で表示装置３の初期化を行う。ここでは従来から知られている初期
化処理を行い、更に、複合機１からの画像データの受信の準備を行う。次にステップＳ１
２で、複合機１から画像データが送信されるのを待ち、画像データが送られてくるとステ
ップＳ１３に進み、複合機１からの画像データを受信する。次にステップＳ１４で、その
受信した画像データに付加されている付加情報が、「参照モード」か「編集モード」のい
ずれを示しているかを判定する。ここで参照モードであればステップＳ１５に進み、「参
照用」であることが識別できるように図７のウインドウ７２のように、その画像を表示す
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る領域のタイトルバーに「編集用」とは異なる色を付けて画像を表示する。
【００３７】
　図７は、本実施の形態に係る表示装置３の表示画面例を示す図である。
【００３８】
　図７において、表示領域７１は、「編集モード」で画像を表示する領域を示している。
表示領域７２は、「参照モード」で画像を表示する領域を示している。編集メニューウイ
ンドウ７３は、画像の編集時の編集メニューを表示する。
【００３９】
　「参照モード」で画像を表示する表示領域７２に表示された画像データは、アノテーシ
ョン等の編集を行うことが禁止される。この表示領域７２がアクティブになっているとき
には、編集メニューウインドウ７３はインアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択
不可となる。また、会議資料として保存することも禁止される。逆に、「編集モード」で
画像を表示する表示領域７１に表示された画像データに対して、アノテーション等の編集
が可能となる。この表示領域７１がアクティブになっているときには、編集メニューウイ
ンドウ７３はアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択可能となる。
【００４０】
　その後、ステップＳ１７で、画像データの表示終了を複合機１に通知してステップＳ１
２に戻り、前述の処理を実行する。
【００４１】
　一方、ステップＳ１４で、受信した画像データが「編集モード」であると判断するとス
テップＳ１６に進み、図７の表示領域７１にその画像データを表示する。その後、ステッ
プＳ１７に進み、画像データの表示終了を複合機に通知してステップＳ１２に戻る。
【００４２】
　このように複合機１のリーダ部２２２で原稿を読取る時点で予め「参照用」あるいは「
編集用」を指定する。その後に読取ることにより得られた画像データに、その「参照用」
か「編集用」かを示すデータを付加して表示装置３に転送する。これにより表示装置３に
表示だけを行いたい場合は「参照モード」にして編集を禁止することができる。これによ
り、プレゼンターが誤って、その画像データを編集する虞がなくなる。また、会議の参加
者に提示だけを行い、会議資料として残したくない文書等を表示装置３に表示するだけで
、記録しないようにもできる。
【００４３】
　以上説明したように本実施の形態１によれば、画像データの供給源（実施の形態では複
合機１）で、その画像データを編集可能にして供給するか否かを指定して、その画像デー
タを表示装置に供給できる。これを受信した表示装置では、編集可能な画像データと、そ
うでない画像データとを夫々別々の領域に表示するため、編集可能な画像データと、そう
でない画像データとを容易に判別できる。
【００４４】
　［実施の形態２］
　次に本発明の実施の形態２について説明する。尚、この実施の形態２に係る表示システ
ムの表示装置３及び端末装置７のハードウェア構成は前述の実施の形態１の場合と同じで
あるため、その説明を省略する。
【００４５】
　図８は、本発明の実施の形態２に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【００４６】
　外部記憶装置１１は、会議で使用する文書やデータファイルなどを読み込むファイル読
み込み機能を有する。外部記憶装置１１で読み込んだ文書やデータファイルは、ＵＳＢ等
のケーブル１２を介して大画面の表示装置３に送られて表示される。ユーザは、この表示
装置３の画面上で入力ペン５により位置を指示することができる。これにより光学式デジ
タイザ４を用いて、編集可能な文書やデータファイルに対してアノテーションを付与する
ことができる。
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【００４７】
　図９は、本発明の実施の形態２に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図で、図
２及び図８と共通する部分は同じ記号で示している。
【００４８】
　図９では、外部記憶装置１１と表示装置３とは端末装置７を介して接続されている。こ
の構成によれば、外部記憶装置１１で読み込んだ文書やデータファイルは、端末装置７を
介して表示装置３に送られて表示される。光学式デジタイザ４は端末装置７に接続されて
おり、表示装置３の画面上で光学式デジタイザ４により位置が指示されると、その指示さ
れた位置の座標情報は端末装置７に送られて処理される。これにより図８の場合と同様に
、編集可能な文書やデータファイルに対して、入力ペン５を用いてアノテーションを付与
することができる。尚、図８では表示装置３が端末装置７の機能を有することになる。
【００４９】
　図１０は、本実施の形態２に係る表示装置において、外部記憶装置１１から文書やデー
タファイルの読み込みを行う場合の処理を説明するフローチャートである。
【００５０】
　まずステップＳ２１で、外部記憶装置１１の初期化処理を実行する。ここでは従来から
知られている初期化処理を行い、表示装置３の画面に外部記憶装置１１にあるファイルの
一覧と、「参照用」及び「編集用」の選択ボタンを表示する。この選択ボタンは、これか
ら読み込む文書やデータファイルに対して、「編集モード」或は「参照モード」のいずれ
かを選択するためのソフトウェアボタンである。「編集モード」では、その文書やファイ
ルに対する追加や削除などの編集作業が許可される。また「参照モード」では、文書やフ
ァイルに対する、追加や削除などの編集作業が禁止される。尚、この選択ボタンは、「編
集モード」と「参照モード」の夫々に対して選択可能なボタンであっても良く、或は、ボ
タンを指示するごとに交互にモードを切替えるボタンであっても良い。
【００５１】
　次にステップＳ２２で、表示装置３の画面に表示されている、外部記憶装置１１に記憶
されているファイルの一覧から読み込むファイルを指定する。
【００５２】
　次にステップＳ２３で、表示装置３に表示する際のモードの選択ボタンの入力を受け付
け、「編集モード」が指定されるとステップＳ２４に進み、編集モードを設定して、この
モードを表示装置３のメモリに記憶してステップＳ２６に進む。一方、「参照モード」が
指定されるとステップＳ２５に進み、参照モードを設定して、このモードを表示装置３の
メモリに記憶してステップＳ２６に進む。ステップＳ２６では、ファイルの読み込み開始
ボタンの入力を受け付け、読み込みの開始が指示されるとステップＳ２７に進み、外部記
憶装置１１からファイルを読み込む。
【００５３】
　次にステップＳ２８で、その読み込んだファイルに付加されている付加情報が、「参照
モード」か「編集モード」のいずれを示しているかを判定する。ここで参照モードであれ
ばステップＳ２９に進み、「参照用」であることが識別できるように図７のウインドウ７
２のように、その画像を表示する領域のタイトルバーに「編集用」とは異なる色を付けて
画像を表示する。
【００５４】
　本実施の形態２に係る表示装置３の表示画面例は、前述の図７と同じである。図７の構
成は実施の形態１の場合と同様なのでその説明を省略する。
【００５５】
　「参照モード」で画像を表示する表示領域７２に表示された画像データは、アノテーシ
ョン等の編集を行うことが禁止される。この表示領域７２がアクティブになっているとき
には、編集メニューウインドウ７３はインアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択
不可となる。また会議資料等として保存することも禁止される。逆に、「編集モード」で
画像を表示する表示領域７１に表示された画像データに対しては、アノテーション等の編
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集が可能となる。この表示領域７１がアクティブになっているときには、編集メニューウ
インドウ７３はアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択可能となる。
【００５６】
　その後、ステップＳ３１で、データの表示終了を外部記憶装置１１に通知する。
【００５７】
　一方、ステップＳ２８で、読み込んだデータが「編集モード」であると判断するとステ
ップＳ３０に進み、図７の表示領域７１にその画像データを表示する。その後、ステップ
Ｓ３１に進み、データの表示終了を外部記憶装置１１に通知する。
【００５８】
　このように外部記憶装置１１で文書やデータファイルを読み込む時点で、予め「参照用
」或は「編集用」を指定する。その後に読み込むことにより得られた文書やデータファイ
ルに、その「参照用」か「編集用」かを示すデータを付加して表示装置３に転送する。こ
れにより表示装置３に表示だけを行いたい場合は「参照モード」にして、その文書やファ
イルに対する編集を禁止することができる。これにより、プレゼンターが誤って文書やデ
ータの編集を行うことがなくなる。また、会議の参加者に提示だけを行い、会議資料とし
て残したくない文書等を表示装置３に表示するだけで、記録しないようにもできる。
【００５９】
　以上説明したように本実施の形態２によれば、外部記憶装置から文書やファイルを読み
込む際に、その文書やファイルを編集可能にして読み込むか否かを指定できる。このよう
な設定がなされた文書やファイルを読み込んだ表示装置では、編集可能なデータと、そう
でないデータとを夫々別々の領域に表示するため、編集可能なデータと、そうでないデー
タとを容易に判別できる。
【００６０】
　本実施の形態２に係る外部記憶装置１１としては、フロッピー（登録商標）ディスク、
ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，ＣＤ－ＲＷ，ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ，ＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－Ｒ，ＤＶＤ＋Ｒ，ＤＶＤ－ＲＷ，ＤＶＤ＋ＲＷ，ＨＤ－Ｄ
ＶＤ，Ｂｌｕ－ｒａｙＤｉｓｃ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用い
ることができる。
【００６１】
　［実施の形態３］
　次に本発明の実施の形態３について説明する。尚、この実施の形態３に係る表示システ
ムの表示装置３及び端末装置７のハードウェア構成は前述の実施の形態１の場合と同じで
あるため、その説明を省略する。
【００６２】
　図１１は、本発明の実施の形態３に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【００６３】
　サーバ１３は、会議で使用する文書やデータファイル等を保存している。サーバ１３か
ら読み込んだ文書やデータファイルは、ＬＡＮ等のネットワークを介して大画面の表示装
置３に送られて表示される。ユーザは、この表示装置３の画面上で入力ペン５により位置
を指示することができる。これにより光学式デジタイザ４を用いて、編集可能な文書やフ
ァイルに対してアノテーションを付与することができる。
【００６４】
　図１２は、本発明の実施の形態３に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図で、
図１１と共通する部分は同じ記号で示している。
【００６５】
　この図１２では、サーバ１３と表示装置３とは端末装置７を介して接続されている。こ
の構成によれば、サーバ１３から読み込んだ文書やデータファイルは、端末装置７を介し
て表示装置３に送られて表示される。光学式デジタイザ４は端末装置７に接続されており
、表示装置３の画面上で光学式デジタイザ４により位置が指示されると、その指示された
位置の座標情報が端末装置７に送られて処理される。これにより図１１の場合と同様に、
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編集可能な文書やファイルに対して、入力ペン５を用いてアノテーションを付与すること
ができる。図１１では表示装置３が端末装置７の機能を有することになる。
【００６６】
　図１３は、本実施の形態３に係る表示装置において、サーバ１３から文書やデータファ
イルの読み込みを行う場合の処理を説明するフローチャートである。
【００６７】
　まずステップＳ４１で、サーバ１３への接続処理を実行する。ここでは従来から知られ
ている初期化処理を行い、表示装置３の画面にサーバ１３に記憶しているファイルの一覧
と、「参照用」及び「編集用」の選択ボタンを表示する。この選択ボタンは、これから読
み込む文書やデータファイルに対して、「編集モード」或は「参照モード」のいずれかを
選択するためのソフトウェアボタンである。「編集モード」では、その文書やファイルに
対する追加や削除などの編集作業が許可される。また「参照モード」では、文書やファイ
ルに対する、追加や削除などの編集作業が禁止される。尚、この選択ボタンは、「編集モ
ード」と「参照モード」の夫々に対して選択可能なボタンであっても良く、或は、ボタン
を指示するごとに交互にモードを切替えるボタンであっても良い。
【００６８】
　次にステップＳ４２で、表示装置３の画面に表示されている、サーバ１３にあるファイ
ルの一覧から読み込むファイルが指定される。
【００６９】
　ステップＳ４３で、表示装置３に表示する際のモードの選択ボタンの入力を受け付け、
「編集モード」が指定されるとステップＳ４４に進み、編集モードを設定して、このモー
ドを表示装置３のメモリに記憶してステップＳ４６に進む。一方、「参照モード」が指定
されるとステップＳ４５に進み、参照モードを設定して、このモードを表示装置３のメモ
リに記憶してステップＳ４６に進む。ステップＳ４６では、ファイルの読み込み開始ボタ
ンの入力を受け付け、読み込みの開始が指示されるとステップＳ４７で、その指定された
ファイルをサーバ１３から読み込む。
【００７０】
　次にステップＳ４８で、その読み込んだファイルに付加されている付加情報が、「参照
モード」か「編集モード」のいずれを示しているかを判定する。ここで参照モードであれ
ばステップＳ４９に進み、「参照用」であることが識別できるように図７のウインドウ７
２のように、その画像を表示する領域のタイトルバーに「編集用」とは異なる色を付けて
画像を表示する。
【００７１】
　本実施の形態３に係る表示装置３の表示画面例は前述の図７と同じである。図７の構成
は実施の形態１の場合と同様なのでその説明を省略する。
【００７２】
　「参照モード」で画像を表示する表示領域７２に表示された画像データは、アノテーシ
ョン等の編集を行うことが禁止される。この表示領域７２がアクティブになっているとき
には、編集メニューウインドウ７３はインアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択
不可となる。また会議資料として保存することも禁止される。逆に、「編集モード」で画
像を表示する表示領域７１に表示された画像データに対して、アノテーション等の編集が
可能となる。この表示領域７１がアクティブになっているときには、編集メニューウイン
ドウ７３はアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択可能となる。
【００７３】
　その後、ステップＳ５１で、データの表示終了をサーバ１３に通知する。
【００７４】
　一方、ステップＳ４８で、読み込んだデータが「編集モード」であると判断するとステ
ップＳ５０に進み、図７の表示領域７１にその画像データを表示する。その後、ステップ
Ｓ３１に進み、データの表示終了をサーバ１３に通知する。
【００７５】
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　このようにサーバ１３から文書やファイルを読み込む時点で、その文書やファイルに対
して予め「参照用」或は「編集用」を指定する。その後、その指定された文書やファイル
を読み込んで得られた文書やデータに、その「参照用」か「編集用」かを示すデータを付
加して表示装置３に転送する。これにより表示装置３に表示だけを行いたい場合は「参照
モード」にして、その文書などへの編集を禁止することができる。これにより、プレゼン
ターが誤って文書やデータの編集を行うことがなくなる。また、会議の参加者に提示だけ
を行い、会議資料として残したくない文書等を表示装置３に表示するだけで、記録しない
ようにもできる。
【００７６】
　以上説明したように本実施の形態３によれば、サーバ１３から文書やファイルを読み込
む時点で、その文書やデータを編集可能にして読み込むか否かを指定して文書やファイル
を読み込むことができる。これを読み込んだ表示装置では、編集可能なデータと、そうで
ないデータとを夫々別々の領域に表示するため、編集可能なデータと、そうでないデータ
とを容易に判別できる。
【００７７】
　［実施の形態４］
　次に本発明の実施の形態４について説明する。尚、この実施の形態４に係る表示システ
ムの表示装置３及び端末装置７のハードウェア構成は前述の実施の形態１の場合と同じで
あるため、その説明を省略する。
【００７８】
　図１４は、本発明の実施の形態４に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【００７９】
　リモートＰＣ１５は、会議参加者が会議室に持ち込んだノートＰＣである。このＰＣ１
５には、会議で使用する文書やデータファイル等が自機の画面に表示され、この表示画面
の内容をネットワーク等を介して大画面の表示装置３に転送する。表示装置３はリモート
ＰＣ１５から受信したノートＰＣ１５の画面に表示されている画面情報をウインドウとし
て表示する。そしてユーザは、この表示装置３の画面上で入力ペン５により位置を指示す
ることができる。これにより光学式デジタイザ４を用いて、転送された画面情報に対して
アノテーションを付与することができる。
【００８０】
　図１５は、本発明の実施の形態４に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図で、
図１４と共通する部分は同じ記号で示している。
【００８１】
　この図１５では、リモートＰＣ１５と表示装置３とは端末装置７を介して接続されてい
る。この構成によれば、リモートＰＣ１５から転送されたリモートＰＣ１５の画面情報は
、端末装置７を介して表示装置３に送られて表示される。光学式デジタイザ４は端末装置
７に接続されており、表示装置３の画面上で光学式デジタイザ４により位置が指示される
と、その指示された位置の座標情報が端末装置７に送られて処理される。これにより図１
４の場合と同様に、編集可能な画像に対して、入力ペン５を用いてアノテーションを付与
することができる。図１４では表示装置３が端末装置７の機能を有することになる。
【００８２】
　図１６は、本実施の形態４に係るリモートＰＣ１５において、ＰＣの画面に表示されて
いる画面情報を表示装置３に転送する場合の処理を説明するフローチャートである。
【００８３】
　まずステップＳ６１で、リモートＰＣ１５の初期化処理を実行する。ここでは従来から
知られている初期化処理を行い、リモートＰＣ１５の画面に「参照用」及び「編集用」の
選択ボタンを表示する。この選択ボタンは、これから読み込む文書やデータファイルに対
して、「編集モード」或は「参照モード」のいずれかを選択するためのソフトウェアボタ
ンである。「編集モード」では、その文書やファイルに対する追加や削除などの編集作業
が許可される。また「参照モード」では、文書やファイルに対する、追加や削除などの編
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集作業が禁止される。尚、この選択ボタンは、「編集モード」と「参照モード」の夫々に
対して選択可能なボタンであっても良く、或は、ボタンを指示するごとに交互にモードを
切替えるボタンであっても良い。
【００８４】
　次にステップＳ６２で、表示装置３に表示する際のモードの選択ボタンの入力を受け付
け、「編集モード」が指定されるとステップＳ６３に進み、編集モードを設定して、この
設定したモードをリモートＰＣ１５のメモリに記憶してステップＳ６５に進む。一方、「
参照モード」が指定されるとステップＳ６４に進み、参照モードを設定して、この設定し
たモードをリモートＰＣ１５のメモリに記憶してステップＳ６５に進む。ステップＳ６５
では、画面転送開始ボタンの入力を受け付け、画面転送の開始が指示されるとステップＳ
６６に進み、モードを示す情報を作成する。次にステップＳ６７で、表示装置３に「参照
モード」か「編集モード」かのいずれかの情報を転送してステップＳ６８に進む。
【００８５】
　ステップＳ６８において、リモートＰＣ１５の表示画面のキャプチャを開始して画面情
報を読取る。そしてステップＳ６９で、その読みった画面情報を基に表示用の画像データ
を作成する。そしてステップＳ７０で、ステップＳ６９で作成した画像データを表示装置
３に送信する。次にステップＳ７１で、画面転送の終了の指示を受付けたかどうかを判定
し、画面転送の終了指示があった場合は画面転送を終了する。ステップＳ７１において、
画面転送の終了指示がなかった場合はステップＳ６８に戻り画面転送を継続する。
【００８６】
　図１７は、本実施の形態４に係る表示装置３における処理を説明するフローチャートで
ある。ここではリモートＰＣ１５から転送された「参照モード」又は「編集モード」を示
す情報と、画像データを受信して表示装置３に表示する処理を示している。この処理を実
行するプログラムは図４のＲＯＭ３１１に記憶されており、ＣＰＵ３１０の制御の下に実
行される。
【００８７】
　まずステップＳ８１で表示装置３の初期化を行う。ここでは従来から知られている初期
化処理を行い、更に、リモートＰＣ１５からの画像データの受信の準備を行う。次にステ
ップＳ８２で、リモートＰＣ１５からモードに関する情報が送信されるのを待ち、モード
に関する情報が送られてくるとステップＳ８３に進み、リモートＰＣ１５からモードに関
する情報を受信する。次にステップＳ８４で、その受信したモードに関する情報が、「参
照モード」か「編集モード」のいずれを示しているかを判定する。ここで参照モードであ
ればステップＳ８５に進み、「参照用」であることが識別できるように図７のウインドウ
７２のように、その画像を表示する領域のタイトルバーに「編集用」とは異なる色を付け
て画像を表示し、ステップＳ８７へ進む。
【００８８】
　本実施の形態４に係る表示装置３の表示画面例は前述の図７のようである。図７の構成
は実施の形態１の場合と同様なのでその説明を省略する。
【００８９】
　「参照モード」で画像を表示する表示領域７２に表示された画像データは、アノテーシ
ョン等の編集を行うことが禁止される。この表示領域７２がアクティブになっているとき
には、編集メニューウインドウ７３はインアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択
不可となる。また、会議資料として保存することも禁止される。逆に、「編集モード」で
画像を表示する表示領域７１に表示された画像データに対して、アノテーション等の編集
が可能となる。この表示領域７１がアクティブになっているときには、編集メニューウイ
ンドウ７３はアクティブ表示となり、全ての編集項目が選択可能となる。
【００９０】
　一方、ステップＳ８４で、受信した画像データが「編集モード」であると判断するとス
テップＳ８６に進み、図７の表示領域７１にその画像データを表示する。その後、ステッ
プＳ８７に進み、リモートＰＣ１５から画像データが送信されるのを待ち、画像データが
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送られてくるとステップＳ８８に進み、リモートＰＣ１５から画像データを受信する。次
にステップＳ８９に進み、リモートＰＣ１５から受信した画像データをステップＳ８４で
受信したモードに応じて、「参照用」或は「編集用」のウインドウに表示する。次にステ
ップＳ９０で、リモートＰＣ１５からの画像データの転送が終了しているかどうか判定し
、リモートＰＣ１５からの画像データの転送が終了していない場合は、ステップＳ８８に
戻る。こうしてステップＳ９０で、画像データの転送が終了した場合は、ステップＳ９１
で、画像データの表示終了をリモートＰＣ１５に通知してステップＳ８２に戻り、前述の
処理を実行する。
【００９１】
　このようにリモートＰＣ１５で画面情報の転送を開始する時点で予め「参照用」或は「
編集用」を指定する。その「参照用」か「編集用」かを示すデータと、その後に画面から
読取ることにより得られた画像データを表示装置３に転送する。これにより表示装置３に
表示だけを行いたい場合は「参照モード」として、その文書等のデータへの編集を禁止で
きる。これにより、プレゼンターが誤って文書等のデータを編集する虞がなくなる。また
、会議の参加者に提示だけを行い、会議資料として残したくない文書等を表示装置３に表
示するだけで、記録しないようにもできる。
【００９２】
　以上説明したように本実施の形態４によれば、画像データの供給源（実施の形態ではリ
モートＰＣ１５）で、その画像データを編集可能にして供給するか否かを指定して表示装
置に供給できる。これを受信した表示装置では、編集可能な画像データと、そうでない画
像データとを夫々別々の領域に表示するため、編集可能な画像データと、そうでない画像
データとを容易に判別できる。
【００９３】
　尚、本実施の形態４では、ノートＰＣ１０の表示画面を転送する際に表示画面をキャプ
チャしてその画像データを転送しているが、ノートＰＣ１５から描画コマンドを転送して
表示装置３或はホストＰＣ側で該描画コマンドに基づく画像の描画を行っても良い。
【００９４】
　［実施の形態５］
　次に本発明の実施の形態５について説明する。尚、この実施の形態５に係る表示システ
ムの複合機１、表示装置３及び端末装置７のハードウェア構成は前述の実施の形態１の場
合と同じであるため、その説明を省略する。この実施の形態５では、表示装置３に表示さ
れている表示画面の内容を取り込んで記憶或は印刷する（画面キャプチャ：表示装置３の
表示画面に表示されている表示データそのものを取り込む機能）することを想定している
。そして、本実施形態の特徴は、参照モードで表示されている画像が表示されている場合
、その参照モードで表示されている画像を画面から消去した形式で記憶あるいは印刷処理
される形態である。これにより、参照モードで表示されている画像が記録或は印刷されな
いようにすることを特徴としている。
【００９５】
　図１８は、本発明の実施の形態５に係る表示システムにおける表示装置３の処理を示す
フローチャートである。この処理を実行するプログラムはＲＯＭ３１１に記憶されており
、ＣＰＵ３１０の制御の下に実行される。
【００９６】
　まずステップＳ１０１で、表示装置３における表示画面の画面キャプチャ機能の初期化
を行う。ここでは従来から知られているアプリケーションの初期化処理を行う。次にステ
ップＳ１０２に進み、ユーザによる画面キャプチャの指示を受けると画面キャプチャの処
理を開始する。次にステップＳ１０３で、この時点で「参照用」データが表示されている
か、即ち、表示領域７２に画像が表示されているか否かを判定する。この判定の結果、図
７の「参照用」画像データの表示領域７２が表示されている場合はステップＳ１０４に進
み、図９に示すように表示領域７２を非表示（消去した）状態にしてステップＳ１０５に
進む。一方、ステップＳ１０３で、「参照用」画像データがなければステップＳ１０５に



(15) JP 5051872 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

進む。
【００９７】
　図１９は、図７の表示状態から、「参照用」の画像データの表示が消去された状態を示
す図である。
【００９８】
　次にステップＳ１０５で、画面のキャプチャを実行する。この画面キャプチャが終了す
るとステップＳ１０６に進み、非表示状態の「参照用」データが存在するかを判定する。
非表示状態の「参照用」データが存在しなければステップＳ１０２に戻るが、非表示状態
の「参照用」データが存在する場合はステップＳ１０７の処理に進む。ステップＳ１０７
において、ステップＳ１０４で非表示とした「参照用」データの表示領域７２を表示した
後ステップＳ１０２に戻り、画面キャプチャの指示を待つ。
【００９９】
　このように、表示装置３に表示されている内容を記憶或は印刷できるシステムであって
も、「参照用」として表示された画像データまたは文書データは表示装置３に表示される
だけで、例えば会議資料として保存されることはない。これにより、参照用として設定し
たデータの複写物が増えるのを防止できる。
【０１００】
　以上説明した本発明の実施の形態１、４では、図１及び図１４のように画像供給装置か
ら表示装置３に直接画像データを転送する場合で説明したが、図２及び図１５のように端
末装置７を介して会議システムを構成するようにしても良い。図２及び図１５の例では、
端末装置７は上述した画像供給装置における「参照用」「編集用」のモード設定機能、表
示装置３における表示制御機能を有していても良い。この場合、画像供給源と表示装置３
は従来の周知の画像供給装置や表示装置であっても良い。
また、画像供給装置と表示装置または端末装置との接続にＵＳＢなどのケーブルを介して
接続されるように説明したが、無線や有線のネットワークであっても良い。
【０１０１】
　また座標入力装置として光学式デジタイザを例として示しているが、光学式デジタイザ
に限定するものではない。
【０１０２】
　また表示装置３は大画面の表示装置としているが、この表示装置は大画面に限定される
ものでない。
【０１０３】
　また前述の実施の形態では、画像データを供給する画像供給装置で「編集用」「参照用
」のいずれかのモードを設定するようにしたが本発明はこれに限定されるものでなく、表
示装置或は前述の端末装置で設定しても良い。
【０１０４】
　尚、本発明の目的は、実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記
録した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュー
タ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出して実
行することによっても達成される。
【０１０５】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１０６】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登
録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，ＣＤ－
ＲＷ，ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－Ｒ，ＤＶＤ＋Ｒ，ＤＶＤ－ＲＷ，ＤＶ
Ｄ＋ＲＷ，ＨＤ－ＤＶＤ，Ｂｌｕ－ｒａｙＤｉｓｃ、磁気テープ、不揮発性のメモリカー
ド、ＲＯＭ等を用いることができる。また、このプログラムコードをネットワークを介し
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てダウンロードしてもよい。
【０１０７】
　またコンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の形
態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を
行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１０８】
　更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態
の機能が実現される場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る表示システムに含まれる複合機の構成を説明する構
造断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る複合機のリーダ部で原稿の読取り走査を行う場合の
処理を説明するフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態１に係る表示装置３における処理を説明するフローチャート
である。
【図７】本発明の実施の形態１～５に係る表示装置の表示画面例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図である。
【図１０】本実施の形態２に係る表示装置において、外部記憶装置から文書やファイルの
読み込みを行う場合の処理を説明するフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態３に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図である
。
【図１３】本実施の形態３に係る表示装置において、サーバ１３から文書やデータファイ
ルの読み込みを行う場合の処理を説明するフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態４に係る表示システムの構成を模式的に示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態４に係る表示システムの他の構成を模式的に示す図である
。
【図１６】本実施の形態４に係るリモートＰＣにおいて、ＰＣの画面に表示されている画
面情報を表示装置に転送する場合の処理を説明するフローチャートである。
【図１７】本実施の形態４に係る表示装置における処理を説明するフローチャートである
。
【図１８】本発明の実施の形態５に係る表示システムにおける表示装置の処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１９】実施の形態５において、図７の表示状態から「参照用」の画像データの表示が
消去された状態を示す図である。
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